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「日医かかりつけ医研修制度」と
かかりつけ医の役割

全老健顧問、公益社団法人日本医師会常任理事

鈴木 邦彦
　わが国には従来からかかりつけ医がおり、日本
医師会ではかかりつけ医を「なんでも相談できる
上、最新の医療情報を熟知して、必要な時には専
門医、専門医療機関を紹介でき、身近で頼りにな
る地域医療・保健・福祉を担う総合的な能力を有
する医師」と定義している。
　超高齢社会を迎えたわが国では、高齢化に伴い
ニーズが増す地域に密着した医療の担い手として、
かかりつけ医およびかかりつけ医機能をもつ診療
所、有床診療所、中小病院の役割はますます重要
となり、地域包括ケアシステムにおける中心的存
在として活躍が期待されている。
　そこで、かかりつけ医機能を充実・強化し、総
合診療専門医を含むすべての専門医や、専門医以
外の医師も含む日本型のかかりつけ医を、プロ
フェッショナル・オートノミーを発揮して育成す
るために、日本医師会では多くの関係者の協力を
得て、平成28年4月より「日医かかりつけ医機
能研修制度」を開始した。実施主体は実施を希望
する都道府県医師会である。
　本研修制度は、基本研修、応用研修、実地研修
の3つから構成されている。このうち基本研修は、
日医生涯教育認定証の取得が要件である。応用研
修の要件は、日本医師会が行う中央研修など、規
定の座学研修を受講して、修了申請時の前3年間
において規定の8項目より10単位以上を取得す
ることである。実地研修の要件は、学校医や時間
外診療の実施・協力・訪問診療の実施など16項
目の社会的な保健・医療・介護・福祉活動、在宅
医療、地域連携活動から2つ以上を実施し、10
単位以上を取得することである。
　3年間でこれらの要件を満たした場合に、都道

府県医師会より有効期限が3年の修了証書または
認定証が発行される。平成28年度の応用研修の
受講者は延べ9,391名である。本年5月28日時点
での平成29年度の応用研修の中央研修会の申し
込み者数は約7,100名と、昨年度より1,000名以
上増加していた。
　日本医師会総合政策研究機構の診療所に対する
調査によると、応用研修を受講済みもしくは今後
受講したいと考えている方は、全体で29.3％だが、
内科では45.0％、外科でも40.0％と、他の診療科
に比べて大幅に高くなっていた。
　地域包括ケアシステムを構築するためには、行
政と医師会が車の両輪として推進役となることが
必要であると考えている。行政には地域包括支援
センターや地域ケア会議がある。医師会は在宅医
療連携拠点を担うとともに、多職種連携のまとめ
役になる必要がある。
　超高齢社会では、高齢者医療と介護は一体化し
ていくと考えられる。地域包括ケアは進化してお
り、地域共生社会とも呼ばれる最新の「全世代・
全対象型地域包括ケア」においては、医療保険や
介護保険サービスだけでなく、軽度者への生活支
援や介護予防、障がい者や子どもの貧困に対する
福祉、健康寿命の延伸をめざす保健、認知症対策、
リハビリや栄養の重要性の啓発、さらには元気高
齢者の就労や社会参加、子育て支援を通じた次世
代の育成なども含まれる。
　そのため、まちづくりから、人口減少社会から
の再生をめざす社会づくりまで、地域のさまざま
な課題に、かかりつけ医は地域包括ケアシステム
におけるリーダーとして取り組むことが期待され
ている。
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